
○

商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
商
品
市
場
類
似
施
設
の
開
設
の
禁
止
）

（
商
品
市
場
類
似
施
設
の
開
設
の
禁
止
）

第
八
条

何
人
も
、
商
品
又
は
商
品
指
数
（
こ
れ
に
類
似
す
る
指
数
を
含
む
。
）

第
八
条

何
人
も
、
商
品
又
は
商
品
指
数
（
こ
れ
に
類
似
す
る
指
数
を
含
む
。
）

に
つ
い
て
先
物
取
引
に
類
似
す
る
取
引
を
す
る
た
め
の
施
設
（
証
券
取
引
法
（

に
つ
い
て
先
物
取
引
に
類
似
す
る
取
引
を
す
る
た
め
の
施
設
（
証
券
取
引
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
取
引
所
有

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
取
引
所
有

価
証
券
市
場
及
び
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

価
証
券
市
場
及
び
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設
す
る
同
条
第
八
項
に
規
定

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
市
場
を
除
く
。
）
を
開
設
し
て
は
な
ら
な

す
る
金
融
先
物
市
場
を
除
く
。
）
を
開
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
他
の
法
令
と
の
関
係
）

（
他
の
法
令
と
の
関
係
）

第
百
四
十
五
条
の
四

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

第
百
四
十
五
条
の
四

次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
第
八
条
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

、
第
八
条
の
規
定
を
適
用
せ
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
類

一

証
券
取
引
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
類

似
す
る
施
設

似
す
る
施
設

二

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
所
の
開
設

二

金
融
先
物
取
引
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
市
場
に
類
似
す

す
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
市
場
に
類
似
す
る
施
設

る
施
設
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